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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第38期

第３四半期連結
累計期間

第39期
第３四半期連結
累計期間

第38期

会計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

売上高（百万円） 17,372 21,452 23,688

経常利益（百万円） 2,416 2,911 2,931

四半期（当期）純利益（百万円） 1,340 1,580 1,535

四半期包括利益又は包括利益（百万円） 754 2,201 1,479

純資産額（百万円） 5,980 8,907 6,706

総資産額（百万円） 28,426 34,633 30,553

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 54.22 63.95 62.12

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 20.4 25.2 21.3

　

回次
第38期

第３四半期連結
会計期間

第39期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 23.54 26.04

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　（１）業績の概況

当第３四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日までの9ヶ月間）におけるわが国経済は、

東日本大震災からの復興需要を中心に内需主導のもとでゆるやかに回復する一方、世界経済の減速に伴う不透明

感を残しつつ推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、新規メンバー増加のための販売促進活動、セールスリーダーの育成に

引き続き力を注いでまいりました。

当期の当社グループの売上高は、アジア地域の大幅な増加により総売上高38,614百万円（前年同期比24.5％増

加）、純売上高（売上割戻差引後）21,452百万円（前年同期比23.5％増加）となりました。

営業利益は3,468百万円（前年同期比20.1％増加）となりました。

販売やマーケッティング活動に対する投資を行ったことによる費用増加があったものの、アジア地域の業績の

大幅な増加により増益となりました。

経常利益は2,911百万円（前年同期比20.5％増加）、四半期純利益は1,580百万円（前年同期比17.9％増加）と

なりました。

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が前連結会計年度末に比べ2,040百万

円増加、売掛金312百万円、棚卸資産680百万円、その他の流動資産712百万円、無形固定資産が368百万円それぞれ

増加しました。

その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ4,080百万円の増加となりました。

負債につきましては、買掛金831百万円、未払売上割戻金877百万円の増加等により、総負債は前連結会計年度末

に比べ1,878百万円の増加となりました。

純資産につきましては、四半期純利益1,580百万円及び、為替の影響により、為替換算調整勘定が619百万円増加

したこと等により、純資産は前連結会計年度末に比べ2,201百万円増加となりました。

　

　（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　（３）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、315百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,920,000 25,920,000

　大阪証券取引所

　ＪＡＳＤＡＱ

　（スタンダード）

－

計 25,920,000 25,920,000 － －

 (注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年２月１日からこの第３四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成24年10月１日　

　～

平成24年12月31日　

　－ 25,920,000－　 1,296 　－ 　－
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

①【発行済株式】

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　　－ － －

議決権制限株式（その他） 　　－ － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    1,208,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   24,590,000 24,590 －

単元未満株式 普通株式      122,000 － －

発行済株式総数 25,920,000 － －

総株主の議決権 － 24,590 －

 

②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

シャクリー・グローバル

・グループ株式会社

東京都新宿区西新宿

二丁目６番１号
1,208,000 － 1,208,000 4.66

計 － 1,208,000 － 1,208,000 4.66

（注）第３四半期末現在の自己株式数は1,210,283株であります。　
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）執行役の状況

①　新任執行役

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
（千株）

就任年月
日

代表執行役 　 齋藤　匡司 1967年３月24日生

1992年　エクソン化学（株）入社

1999年　エクソン化学ＵＳ本社

2004年　日本ロレアル（株）入社

2008年　日本ロレアルシンガポール

事業本部長

2011年　日本ロレアル（株）副事業

本部長

2012年　同社退社

　　　　日本シャクリー（株）取締役

代表執行役社長就任（現

任）

　　　　当社代表執行役就任（現任）

（注） －
平成24年

６月26日

（注）平成24年６月26日開催の取締役会の終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される

取締役会の終結の時までであります。

　

②　退任執行役  

役名 職名 氏名 退任年月日

代表執行役社長 　 番場　孝 平成24年６月26日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,667 11,707

売掛金 1,791 2,103

商品及び製品 2,065 2,576

原材料及び貯蔵品 1,251 1,420

その他 1,614 2,335

貸倒引当金 △53 △24

流動資産合計 16,337 20,120

固定資産

有形固定資産 3,010 3,112

無形固定資産

のれん 5,444 5,384

商標 3,141 3,310

その他 777 1,037

無形固定資産合計 9,363 9,731

投資その他の資産

その他 1,841 1,669

投資その他の資産合計 1,841 1,669

固定資産合計 14,215 14,513

資産合計 30,553 34,633

負債の部

流動負債

買掛金 937 1,768

1年内返済予定の長期借入金 897 907

1年以内のリース債務 468 419

未払売上割戻金 1,999 2,876

未払法人税等 419 977

未払費用 1,590 1,733

代理店研修会議費引当金 459 419

ポイント引当金 15 23

その他 1,161 1,796

流動負債合計 7,948 10,923

固定負債

長期借入金 11,947 11,159

長期リース債務 2,001 2,069

退職給付引当金 867 875

役員退職慰労引当金 63 17

その他 1,019 680

固定負債合計 15,898 14,801

負債合計 23,847 25,725
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 8,495 10,075

自己株式 △974 △976

株主資本合計 8,816 10,395

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 4

為替換算調整勘定 △2,299 △1,680

その他の包括利益累計額合計 △2,296 △1,676

新株予約権 186 188

純資産合計 6,706 8,907

負債純資産合計 30,553 34,633
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 17,372 21,452

売上原価 6,095 7,514

売上総利益 11,277 13,937

販売費及び一般管理費 8,389 10,469

営業利益 2,887 3,468

営業外収益

受取利息 3 7

為替差益 49 －

その他 9 7

営業外収益合計 61 15

営業外費用

支払利息 435 438

為替差損 － 38

その他 97 94

営業外費用合計 532 572

経常利益 2,416 2,911

特別損失

固定資産除却損 26 －

災害による損失 16 －

特別損失合計 42 －

税金等調整前四半期純利益 2,373 2,911

法人税等 1,033 1,331

四半期純利益 1,340 1,580
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

四半期純利益 1,340 1,580

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 1

為替換算調整勘定 △583 619

その他の包括利益合計 △585 620

四半期包括利益 754 2,201

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 754 2,201
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これによる当第３四半期連結累計期間に与える影響はありません。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりで

あります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費

のれんの償却額　

                  527百万円

　　　　　 　　 　326

                  533百万円

　　　　　 　　 　330

（株主資本等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）

 

報告セグメント
　 　

調整額
（注）２
　
　

四半期連結損
益計算書計上

額　

（注）３
日本 北米

　
その他　ア
ジア

（注）１　

合計　

売上高    　 　 　

外部顧客への売上高 5,3348,3423,69517,372 －　 17,372　
セグメント間の内部売上高又
は振替高

89 1,557 － 1,647△1,647　 －　

計 5,4249,9003,69519,019△1,647　 17,372　

セグメント利益 1,419 483 1,0862,989 △102　 2,887　

（注）１.「その他アジア」の区分は、日本以外のアジア地域の現地法人の事業活動であります。　

２.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。　

３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）

 

報告セグメント
　 　

調整額
（注）２
　
　

四半期連結損
益計算書計上

額　

（注）３
日本 北米

　
その他　ア
ジア

（注）１　

合計　

売上高    　 　 　

外部顧客への売上高 5,1828,4847,78521,452 －　 21,452　
セグメント間の内部売上高又
は振替高

212 2,903 － 3,116△3,116　 －　

計 5,39511,3887,78524,568△3,116　 21,452　

セグメント利益 1,203 594 1,9153,712 △243　 3,468　

（注）１.「その他アジア」の区分は、日本以外のアジア地域の現地法人の事業活動であります。　

２.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。　

３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 54円22銭 63円95銭

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円） 1,340 1,580

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,340 1,580

普通株式の期中平均株式数（千株） 24,712 24,711

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月14日

シャクリー・グローバル・グループ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 相澤　範忠　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　葉子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシャクリー・グ

ローバル・グループ株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャクリー・グローバル・グループ株式会社及び連結子会社の平成24

年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　

（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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